
論

説

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
家
族
の
近
代
化
―
―
「
慣
行
的
同
感
」
の
一
考
察
―
―

山

本

陽

一

要

旨

ス
ミ
ス
は
、『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）第
6
部
に
お
い
て
家
族
の
親
密
さ
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
近
代
の
核
家
族
の「
家
庭
愛
」（fam

ily

affection

）
で
あ
り
、
特
定
の
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
成
立
す
る
愛
の
か
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
家
庭
愛
は
相
対
的
で
あ
り
、
普

遍
的
な
現
象
で
は
な
い
。
こ
の
近
代
の
新
し
い
家
族
の
愛
を
論
じ
る
ス
ミ
ス
の
手
法
は
、「
慣
行
的
同
感
」（habitualsym

pathy

）
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
慣
習
原
理＝

環
境
適
応
原
理
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
共
感
原
理
で
は
な
い
が
、
歴
史
的
に
移
り
変
わ
る
家
族
の
愛
を
説
明

す
る
概
念
と
し
て
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、『
感
情
論
』
の
機
軸
の
「
想
像
的
同
感
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い

う
問
題
を
生
ず
る
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
取
り
く
む
が
、
と
く
に
、『
感
情
論
』
の
第
4
部
2
章
と
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
を
比
較
す

る
。
ス
ミ
ス
の
議
論
は
、
血
縁
社
会
の
後
退
を
背
景
に
し
て
「
女
性
の
徳
」
か
ら
「
家
庭
愛
」
へ
と
展
開
す
る
。
そ
こ
で
「
慣
行
的
同
感
」

が
果
た
す
役
割
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
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近
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お
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り
に

一

は
じ
め
に

ス
ミ
ス
は
『
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
で
「
恵
み
深
さ
」（
慈
恵
）（beneficence

）
を
取
り
あ
げ
た
と
き
、
家
族
に
対
す
る
愛
や
祖

国
に
対
す
る
愛
を
お
も
に
論
じ
た
。
そ
れ
は
、
恵
み
深
さ
の
性
格
を
一
般
的
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
徳
の
性
質
に
関

す
る
体
系
的
理
論
の
不
在
が
問
題
に
さ
れ
る
（
1
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
古
代
ス
ト
ア
哲
学
のoikeiosis

（
自
己
を
原
点
と
し
て
同
心
円
状
に
広

が
る
親
密
さ
）
の
概
念
に
よ
っ
て
そ
れ
を
体
系
的
に
理
解
す
る
解
釈
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
利
己
心
、
家
族
の
愛
、
祖
国
愛
、
人
類
愛
と
段

二
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階
的
に
広
が
る
社
会
関
係
に
応
じ
て
自
ら
を
理
性
的
存
在
へ
と
教
育
す
る
過
程
を
説
明
す
る
（
2
）。

本
稿
は
、
徳
の
性
格
に
関
す
る
理
論
の
体
系
性
よ
り
も
歴
史
性
、
と
り
わ
け
、
家
族
の
愛
が
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
こ
と

に
注
目
す
る
（
3
）。
ス
ミ
ス
が
第
6
部
で
描
く
の
は
、
近
代
に
お
け
る
核
家
族
の
愛
で
あ
る
（
4
）。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
の
家
族
を
古
代
の
概
念
に
よ
っ

て
説
明
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
ス
ミ
ス
は
、
当
時
の
近
代
作
家
の
ほ
う
が
、
ス
ト
ア
哲
学
者
よ
り
も
、「
私

生
活
と
家
庭
内
の
あ
ら
ゆ
る
親
愛
の
情
の
優
美
さ
や
機
微
を
と
て
も
み
ご
と
に
描
く
」﹇
第
6
版
の
増
補
﹈（III.3

.14
.

（
上
）
四
一
八
頁
）

と
述
べ
て
い
る
（
5
）。

「
親
密
さ
」
と
い
う
家
族
関
係
は
、
比
較
的
新
し
い
も
の
と
し
て
歴
史
に
登
場
し
た
。
ス
ミ
ス
は
そ
の
基
礎
に
「
慣
行
的
同
感
」
の
概
念

を
お
い
た
。
そ
れ
は
、
同
じ
世
帯
で
暮
ら
す
こ
と
を
余�

儀�

な�

く�

さ�

れ�

、
い�

や�

お�

う�

な�

く�

相
互
に
折
り
合
う
必
要
か
ら
、「
ま
す
ま
す
習
慣

に
な
り
、
そ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、
ま
す
ま
す
鮮
や
か
に
、
ま
す
ま
す
克
明
に
な
り
、
ま
す
ま
す
決
然
と
す
る
」
同
感
で
あ
る
（V

I.ii.1
.

4
.

（
下
）
一
一
二
頁
）。
逆
に
い
う
と
、
こ
の
「
慣
行
的
同
感
」
が
な
け
れ
ば
、
家
族
は
同
居
し
て
折
り
合
っ
て
い
く
必
要
か
ら
解
放
さ
れ
、

離
散
す
る
傾
向
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
家
族
の
離
散
を
と
め
て
「
種
族
の
増
殖
」（
扶
養
）
を
可
能
に
す
る
「
慣
行
的
同
感
」
は
、「
自
然
の

叡
智
の
計
ら
い
」（V

I.ii.1
.4
.

（
下
）
一
一
二
頁
）
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、「
慣
行
的
同
感
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、「
家
族＝

血
縁

者
」
観
を
修
正
し
、
い
う
な
れ
ば
、
も
っ
と
も
身
近
な
他
人
の
関
係
と
し
て
家
族
を
と
ら
え
な
お
し
た
と
い
え
る
。

二

家
族
の
近
代
化

経
済
や
政
治
だ
け
で
な
く
家
族
も
「
近
代
化
」
す
る
。
家
族
の
愛
の
形
態
が
歴
史
的
に
変
化
す
る
こ
と
は
、
現
代
の
家
族
史
研
究
で
認

アダム・スミスと家族の近代化（山本）
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め
ら
れ
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
も
そ
の
点
に
明
確
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
。『
感
情
論
』
第
6
部
で
は
、
牧
畜
社
会
と
商
業
社
会
に
お
い
て

家
族
の
果
た
す
役
割
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
血
縁
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
大
き
な
家
族
か
ら
、
精
神
的
き
ず
な
に
よ
っ
て
つ
な

が
る
小
さ
な
家
族
へ
と
い
う
歴
史
的
変
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
四
章
）。

ス
ミ
ス
が
『
感
情
論
』
で
お
も
に
描
く
家
族
の
特
徴
は
「
親
密
さ
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
ど
の
段
階
に
も
見
ら
れ
る
普
遍
的
関

係
で
は
な
く
、
商
業
社
会
と
い
う
条
件
の
も
と
で
現
れ
る
家
族
関
係
で
あ
る
。

互
い
の
愛
情
と
敬
意
が
く
ま
な
く
ゆ
き
わ
た
り
、
両
親
と
子
ど
も
た
ち
は
互
い
に
仲
間
同
士
で
あ
っ
て
、
両
者
の
ち
が
い
は
、
一
方

に
あ
る
尊
敬
に
満
ち
た
親
愛
の
情
と
、
他
方
に
あ
る
優
し
い
包
容
力
だ
け
か
ら
生
じ
、
家
族
は
の
び
の
び
と
し
、
愛
し
て
や
ま
ず
、

茶
化
し
あ
い
、
お
互
い
に
思
い
や
る
。（I.ii.4

.2
.

（
上
）
一
二
一－

二
頁
）

こ
こ
に
は
、
謹
厳
な
家
父
長
支
配
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
い
。
実
際
の
家
族
は
こ
の
よ
う
に
理
想
的
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時

の
家
族
は
、
多
少
と
も
こ
う
し
た
類
型
に
似
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
（
6
）。
ス
ミ
ス
は
『
感
情
論
』
第
5
部
で
ア
メ
リ
カ
先
住
民

の
婚
姻
や
親
子
関
係
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
親
密
さ
」
は
見
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
結
婚
は
、
当
事
者

の
合
意
で
な
く
両
家
の
親
が
決
め
て
、
結
婚
後
も
同
居
し
な
い
（V

.2
.9
.

（
下
）
七
八－

九
頁
）。
じ
つ
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
一
六
世
紀
の
有

産
階
級
に
お
い
て
結
婚
を
決
め
た
の
は
、
当
事
者
個
人
で
な
く
、
家
族
と
親
族
で
あ
っ
た
（
7
）。
血
縁
に
よ
っ
て
大
家
族
が
形
成
さ
れ
、
家
父

長
が
構
成
員
を
全
面
的
に
支
配
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
8
）。
こ
れ
は
、「
開
放
的
血
統
家
族
」
と
よ
ば
れ
る
類
型
で
あ
り
、
経
営
と
家
庭
が

分
離
し
て
い
な
い
農
業
中
心
の
家
族
モ
デ
ル
で
あ
る
（
9
）。

一
方
、
ス
ミ
ス
が
描
く
親
密
な
家
族
は
、「
閉
鎖
的
な
家
庭
内
的
家
族
」
と
よ
ば
れ
る
類
型
で
あ
り
、
分
業
が
進
行
し
た
商
業
社
会
に

四

香川法学40巻1・2号（2020）

199（199）



お
い
て
子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
生
計
を
立
て
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
（
本
稿
四
章
）。
ス
ミ
ス
は
、
そ
の
親
密
さ
を
「
慣
行
的

同
感
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
。
そ
れ
は
、「
家
族＝

血
縁
者
」
観
を
修
正
す
る
原
理
で
あ
っ
た
（
次
章
⑶
）。

ラ
フ
ィ
ル
教
授
は
、
子
に
対
す
る
親
の
愛
は
、
本
能
的
・
原
初
的
で
あ
っ
て
歴
史
的
に
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
り
、「
慣
行
的
同
感
」

に
よ
っ
て
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
（
10
）。「
開
放
的
血
統
家
族
」
で
あ
ろ
う
と
、「
閉
鎖
的
な
家
庭
内
家
族
」
で
あ
ろ
う

と
、
親
の
愛
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
議
論
は
、
人
間
本
性
の
普
遍
性
を
前
提
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
家
族
の
形
態
が
「
開
放
的
血
統

家
族
」
か
ら
「
閉
鎖
的
な
家
庭
内
家
族
」
に
変
化
す
る
と
い
う
議
論
は
、
社
会
の
歴
史
的
変
化
に
対
す
る
人
間
の
環
境
適
応
能
力
を
前
提

に
す
る
（
11
）。
こ
の
環
境
適
応
能
力
の
現
れ
が
「
慣
行
的
同
感
」
で
あ
り
、
核
家
族
の
親
密
さ
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
（
次
章
⑵
）。

家
族
の
愛
を
め
ぐ
る
ス
ミ
ス
の
議
論
に
は
、
上
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
が
と
も
に
含
ま
れ
る
。
後
述
の
と
お
り
、
ス
ミ
ス
は
、「
女

性
（
母
性
）
の
徳
」
の
「
情
け
深
さ
」
（hum
anity

）
を
、
家
庭
愛
（fam

ily
affection

）
に
拡
張
し
て
家
族
の
愛
を
論
じ
る
。『
感
情
論
』

第
4
部
2
章
の「
情
け
深
さ
」に
つ
い
て
は
、
観�

察�

者�

の�

共�

感�

が
成
り
立
ち
、
一�

般�

的�

な�

正�

当�

性�

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
の
「
家
庭
愛
」
は
、「
恵
み
深
さ
」（
慈
恵
）
の
徳
に
属
し
、「
慣
行
的
同
感
」
に
よ
っ
て
後�

天�

的�

、
歴�

史�

的�

に�

発�

達�

す
る
。

と
こ
ろ
で
、「
女
性
の
徳
」か
ら「
家
庭
愛
」へ
と
い
う
議
論
の
進
展
は
、
ス
ミ
ス
の
思
想
の
変
化
と
不
可
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
女

性
の
徳
」
を
よ
り
根
本
的
な
も
の
と
し
て
、「
男
性
の
徳
」
の
基
礎
に
お
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
父
親
の
や
さ
し
さ
を
論
じ
た
の
で
あ
る
（
次

章
⑴
）。
第
4
部
は
初
版
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、
第
6
版
で
新
設
さ
れ
た
第
6
部
と
約
三
〇
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス

ミ
ス
の
所
見
に
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
（
12
）。
ま
た
、「
家
庭
愛
」
が
「
女
性
の
徳
」
か
ら
発
展
し
た
こ
と
は
、
現
代
の

家
族
史
の
知
見
で
も
あ
る
。
母
親
が
子
を
愛
し
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
愛
が
年
長
の
き
ょ
う
だ
い
や
夫
に
拡
大
し
て
家
庭
愛
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
（
13
）。
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第
4
部
2
章
の
「
女
性
の
徳
」
と
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ
の
「
家
庭
愛
」
が
内
容
的
に
関
連
す
る
こ
と
は
次
章
で
述
べ
る
。
こ
こ
で
は

議
論
の
枠
組
み
に
共
通
点
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
第
4
部
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
効
用
主
義
に
対
す
る
批
判
で

あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
分
類
法
を
部
分
的
に
踏
襲
し
て
、
徳
を
「
本
人
に
き
わ
め
て
有
益
な
資
質
」
と
「
他
人
に
き
わ
め
て
有
益
な
資
質
」

に
分
け
て
い
る
（
14
）。「
女
性
の
徳
」
の
「
情
け
深
さ
」
は
後
者
に
属
し
、
単
に
有
益
性
（
効
用
）
だ
け
で
な
く
、
正
当
性
を
も
有
す
る
と
主

張
さ
れ
る
。
一
方
、
第
6
部
に
お
け
る
「
本
人
自
身
の
幸
福
に
影
響
し
う
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
個
人
の
人
柄
」
と
「
他
者
の
幸
福
に

影
響
し
う
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
個
人
の
人
柄
」
も
、
効
用
概
念
に
基
づ
く
区
分
で
あ
る
。「
家
庭
愛
」
は
後
者
に
属
し
、
そ
の
有
益

性
（
効
用
）
と
正
当
性
が
論
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
正
当
性
（
適
切
さ
）
の
性
格
は
、「
想
像
的
同
感
」
に
も
と
づ
く
か
、「
慣
行
的
同

感
」
に
も
と
づ
く
か
に
よ
っ
て
異
な
る
（
次
章
⑶
）。
ま
た
、
有
益
性
（
効
用
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
6
部
は
、
自
然
が
そ
の
目
的
を

実
現
す
る
の
に
有
益
な
手
段
を
勧
告
す
る
と
い
う
「
自
然
の
勧
告
」
論
で
あ
り
、
第
4
部
2
章
よ
り
も
議
論
の
枠
組
み
が
大
き
い
（
15
）。
ち
な

み
に
、
第
4
部
1
章
の
い
わ
ゆ
る
「
自
然
の
欺
瞞
」
論
も
、
人
間
の
有
益
な
資
質
が
「
自
然
の
目
的
」
を
実
現
す
る
と
い
う
論
理
を
も
つ
（
16
）。

三
「
女
性
の
徳
」
と
家
庭
愛

本
章
で
は
、『
感
情
論
』
第
4
部
の
「
情
け
深
さ
」
の
徳
と
、
同
第
6
部
の
「
家
庭
愛
」
を
比
較
す
る
。
ふ
た
つ
の
問
題
が
あ
る
。
ひ

と
つ
は
、
徳
の
分
類
に
か
か
わ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
徳
の
基
礎
づ
け
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
か
ら
慣
習
原
理
の
重
要
性
が
明
ら

か
に
な
る
。
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⑴

情
け
深
さ
（hum

anity

）
の
正
当
化

ま
ず
、
第
4
部
に
お
い
て
「
情
け
深
さ
」
は
、「
女
性
の
徳
」
と
い
わ
れ
、「
男
性
の
徳
」
の
「
高
潔
無
私
」（generosity

）
か
ら
区
別

さ
れ
る
。
一
方
、
第
6
部
に
お
い
て
家
庭
愛
は
、「
他
者
」
の
幸
福
に
影
響
す
る
「
恵
み
深
さ
」（
慈
恵
）
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
他

者
に
は
家
族
以
外
に
、
職
場
の
同
僚
や
恩
人
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
自
然
が
「
恵
み
深
さ
」
を
ほ
ど
こ
す
相
手
と
し
て
第
一
に
勧

告
す
る
の
は
家
族
、
と
く
に
親
子
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
目
的
で
あ
る
「
種
族
の
増
殖
」
が
、
家
族
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
よ
く

推
進
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
然
は
、
こ
の
上
な
く
賢
明
な
諸
目
的
を
案
じ
、
た
い
て
い
の
人
間
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
人
間
に
お
い
て
、
親
か
ら
子
へ
の
や
さ

し
さ
（parentaltenderness

）
を
、
子
か
ら
親
へ
の
敬
い
よ
り
ず
っ
と
強
い
心
の
動
き
に
し
て
お
き
ま
し
た
。
種
族
の
継
続
と
増
殖

が
頼
み
に
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
親
か
ら
子
へ
の
や
さ
し
さ
で
あ
っ
て
、
子
か
ら
親
へ
の
敬
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹇
第
6
版
の
増

補
﹈（III.3

.13
.

（
上
）
四
一
五
頁
）

第
4
部
の
「
情
け
深
さ
」
と
第
6
部
の
「
家
庭
愛
」
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
ほ
か
の
個
人
に
対
す
る
「
や
さ
し
さ
」（tenderness

）

で
あ
り
、
こ
の
語
が
ふ
た
つ
の
箇
所
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
女
性
の
徳
」
の
「
情
け
深
さ
」
と
「
男
性
の
徳
」
の
「
高

潔
無
私
」
の
ち
が
い
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

情
け
深
さ
は
女
性
の
徳
で
あ
り
、
高
潔
無
私
は
男
性
の
徳
で
す
。
婦
人
は
、
ふ
つ
う
わ
た
し
た
ち
﹇
男
性
﹈
よ
り
も
ず
っ
と
た
く
さ
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ん
の
や
さ
し
さ
を
も
ち
ま
す
が
、
大
い
に
高
潔
無
私
で
あ
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。「
女
性
が
高
額
の
寄
付
を
す
る
こ
と
は
め
っ
た
に

な
い
」
と
は
ロ
ー
マ
法
の
知
見
で
す
。
情
け
深
さ
の
本
質
は
、
観�

察�

者�

が�

主�

た�

る�

当�

事�

者�

の�

感�

情�

に�

よ�

せ�

る�

繊�

細�

優�

美�

な�

同�

類�

感�

情�

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
い
だ
け
ば
、
当
事
者
の
苦
し
み
を
案
じ
て
悲
し
ん
だ
り
、
当
事
者
の
被
っ
た
侵
害
を
憤
っ
た
り
、
当
事
者
の
好

運
に
大
喜
び
し
た
り
し
ま
す
。
ど
ん
な
に
情
け
深
い
行
為
で
も
、
そ
れ
を
す
る
の
に
克
己
心
や
自
制
心
は
要
ら
ず
、
適
切
さ
の
感
覚

を
大
い
に
発
揮
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
情
け
深
い
行
為
の
本
質
は
、
こ
の
繊�

細�

優�

美�

な�

共�

感�

感�

情�

が
お
の
ず
か
ら
わ
た
し
た
ち

を
触
発
し
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
の
実
行
だ
け
で
す
。（IV

.2
.10
.

（
下
）
三
九
頁
）（﹇

﹈
と
傍
点
は
引
用
者
）

こ
こ
に
は
「
繊
細
優
美
な
共
感
感
情
」
に
触
発
さ
れ
る
行
為
は
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
子
に
よ
せ
る
母
親
の

共
感
は
そ
の
重
要
な
例
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
母
性
愛
は
、
新
生
児
の
死
亡
率
を
低
く
し
（
17
）、
そ
の
意
味
で
、
種
族
の
増
殖
と
い
う
自
然

の
目
的
に
役
立
っ
た
と
い
え
よ
う
。

母
親
が
、
病
気
の
幼
子
の
う
め
き
声
を
耳
に
す
る
と
き
の
、
胸
を
締
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
は
い
か
ば
か
り
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
は

病
気
で
苦
し
み
も
だ
え
て
い
る
あ
い
だ
、
自
分
の
感
じ
る
こ
と
を
こ
と
ば
で
表
せ
ま
せ
ん
。
母
親
は
、
わ
が
子
を
さ
い
な
む
苦
痛
に

思
い
を
は
せ
る
と
き
、
子
ど
も
が
無
力
で
あ
る
と
い
う
現
実
の
上
に
、
彼
女
自
身
の
意
識
に
映
し
出
さ
れ
た
子
ど
も
の
無
力
さ
を
重

ね
、
さ
ら
に
、
子
の
体
調
不
全
が
も
た
ら
す
未
知
の
結
果
に
対
す
る
彼
女
自
身
の
お
の
の
き
を
結
び
つ
け
ま
す
。
彼
女
は
、
こ
う
し

た
観
念
の
す
べ
て
を
使
い
、
自
身
の
悲
し
み
に
見
合
う
不
幸
と
辛
酸
の
完
全
き
わ
ま
り
な
い
像
を
形
成
し
ま
す
。（I.i.1

.12
.

（
上
）

三
二－

三
頁
）
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情
け
深
さ
（
や
さ
し
さ
）
は
、
観
察
者
の
共
感
に
よ
っ
て
正�

当�

性�

を
も
つ
と
同
時
に
、
徳
と
し
て
卓�

越�

性�

（
繊
細
優
美
さ
）
を
も
ち
う

る
。「
情
け
深
さ
が
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
徳
で
あ
る
に
は
、
む
ろ
ん
、
世
間
の
無
骨
な
庶
民
の
域
を
は
る
か
に
超
え
る
敏
感
な
神
経
を

そ
な
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」（I.i.5

.6
.

（
上
）
六
四
頁
）。「
情
け
深
さ
」
は
、
女
性
に
限
ら
ず
、
人
間
の
描
写
に
さ
い
し
て
頻
繁
に

使
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
が
顕
著
で
あ
る
の
が
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
感
情
論
』
の
記
述
か
ら
は
、
当
時
の
法
律

や
ほ
か
の
社
会
規
範
が
女
性
の
自
由
を
男
性
の
そ
れ
に
比
べ
、
厳
し
く
制
約
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
ス
ミ
ス
も
ふ
る
ま
い
や
生

き
方
に
男
女
差
が
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
（
18
）。

こ
の
よ
う
な
情
け
深
さ
（
や
さ
し
さ
）
を
女
性
に
限
定
せ
ず
、
家
族
の
構
成
員
に
拡
張
す
る
の
が
、
第
6
部
の
「
家
庭
愛
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
父
親
が
子
に
よ
せ
る
親
愛
の
情
、
子
か
ら
親
へ
の
愛
、
ま
た
、
兄
弟
姉
妹
の
あ
い
だ
の
友
情
、
い
と
こ
同
士
の
親
し
み
で
あ
る
。

と
く
に
、
父
親
の
子
に
注
ぐ
愛
は
、「
親
の
や
さ
し
さ
」（parental

tenderness

）
と
い
わ
れ
る
（V

I.ii.1
.7

－8
.

（
下
）
一
一
三－

四
頁
）。
ま

た
、
母
親
か
ら
子
へ
の
や
さ
し
さ
（m
aternal

tenderness

）
に
も
言
及
が
あ
る
（V

I.ii.1
.22
.

（
下
）
一
二
九
頁
）。
こ
の
よ
う
な
情
け
深

さ
の
拡
張
、
母
性
愛
の
解
放
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
愛
に
な
っ
た
。

わ
た
し
た
ち
は
親
が
度
を
越
し
て
わ
が
子
を
か
わ
い
が
っ
た
り
心
配
し
た
り
す
る
の
を
み
て
、「
の
ち
の
ち
子
ど
も
の
た
め
に
な
ら

な
い
こ
と
が
わ
か
る
よ
」
と
か
、「
そ
の
間
し
ば
ら
く
は
親
に
ひ
ど
く
不
便
を
か
け
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
非
難
し
ま
す
。
し
か
し
、

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
気
安
く
大
目
に
見
る
の
で
あ
っ
て
、
憎
ら
し
い
、
い
け
好
か
な
い
と
い
う
目
で
は
け
っ
し
て
見
ま
せ
ん
。
一

方
、
度
を
越
し
て
し
ま
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
こ
の
親
愛
の
情
が
足
り
な
い
こ
と
は
、
い
つ
で
も
格
別
に
憎
悪
す
べ
き
も
の
と
映
り

ま
す
。
な
ん
ら
わ
が
子
を
案
じ
て
感
じ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
わ
が
子
に
対
し
て
ど
ん
な
場
合
に
も
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
厳
格
・
過
酷

な
態
度
で
接
す
る
人
は
、
い
と
わ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
ケ
ダ
モ
ノ
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。﹇
第
6
版
の
増
補
﹈（III.3

.14
.

（
上
）
四
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一
七
頁
）
（
19
）

第
4
部
の
「
女
性
の
徳
」
で
あ
る
情
け
深
さ
、
繊
細
さ
が
、
第
6
部
で
父
親
に
も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
、
家
族
史
上
の
知
見
と
符
合
す

る
だ
け
で
な
く
、
第
6
版
で
追
加
さ
れ
た
つ
ぎ
の
所
見
と
も
合
致
す
る
。「
他
人
の
心
情
に
敏
感
で
あ
る
こ
と
は
、
自
制
心
の
毅
然
と
し

た
男
ら
し
さ
と
相
容
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
反
対
で
あ
っ
て
、
男�

ら�

し�

さ�

の�

根�

底�

に�

あ�

る�

原�

理�

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。」（III.3

.34
.

（
上
）
四
三
九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）。
し
か
し
、
ド
ワ
イ
ヤ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
女
性
的
な
徳
の
「
情
け
深
さ
や
慈
愛
」

よ
り
も
男
性
的
な
徳
の
「
自
制
心
」（self-com

m
and

）
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
家
庭
的
な
感
情
は
、
市
民
的
道
徳
の
発
達
の
障
碍
に

な
り
か
ね
な
い
と
さ
れ
る
（
20
）。
た
し
か
に
、
第
6
部
の
「
自
制
心
」
の
扱
い
は
別
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
慎
慮
」「
正
義
」「
慈
恵
」
と

い
う
ほ
か
の
徳
の
ど
れ
と
も
連
携
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
慈
恵
」
と
「
自
制
心
」
と
の
連
携
と
い
う
観
点
か

ら
、「
き
わ
め
て
繊
細
優
美
な
情
け
深
さ
の
持
ち
ぬ
し
は
、
最
高
の
自
制
心
を
身
に
つ
け
る
最
適
の
素
質
を
生
ま
れ
も
っ
て
い
ま
す
。」﹇
第

6
版
の
増
補
﹈（III.3

.36
.

（
上
）
四
四
〇
頁
）
と
い
う
見
方
が
出
て
き
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
4
部
で
「
女
性
の
徳
」
と
さ
れ
た
「
情

け
深
さ
」
が
、
よ
り
根
本
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
「
家
庭
愛
」
論
の
展
開
を
可
能
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵

慣
習
原
理
と
し
て
の
慣
行
的
同
感

第
4
部
の
「
情
け
深
さ
」
と
第
6
部
の
「
家
庭
愛
」
の
比
較
に
お
い
て
問
題
に
な
る
第
二
の
点
は
、
徳
の
基
礎
づ
け
で
あ
る
。「
情
け

深
さ
」
は
、
観
察
者
の
共
感
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
い
わ
ゆ
る
親
し
み
（affection

）
と
は
、
じ
つ
は
、
慣
行

的
同
感
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。」（V

I.ii.1
.7
.

（
下
）
一
一
三
頁
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
6
部
の
「
家
庭
愛
」
の
基
礎
に
は
、「
慣
行
的

一
〇
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同
感
」
が
あ
る
。
こ
の
「
慣
行
的
同
感
」
は
、
後
述
の
と
お
り
、『
感
情
論
』
第
5
部
の
慣
習
原
理＝

環
境
適
応
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

従
来
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
同
感（
共
感
）は
、
対
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
は
、
む
し
ろ
相
補
的
な
関
係
で
あ
る
。

第
4
部
で
の
共
感
は
、
い
わ
ゆ
る
想
像
的
同
感
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
想
像
力
を
つ
か
っ
て
自
他
の
立
場
を
交
換
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立

つ
同
感
（
共
感
）
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
自
他
の
関
係
は
、
相
互
に
見
知
ら
ぬ
間
柄
で
も
か
ま
わ
な
い
（
前
記
の
病
気
の
幼
子
に
よ
せ
る

母
親
の
共
感
も
同
様
に
理
解
で
き
る
（
21
））。
こ
れ
に
対
し
て
、
慣
行
的
同
感
は
、
一
緒
に
暮
ら
す
習
慣
に
よ
っ
て
生
じ
る
愛
着
で
あ
っ
て
、

見
知
ら
ぬ
間
柄
に
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
は
、
利
害
対
立
の
な
い
人
同
士
が
同
一
の
境
遇
に
暮
ら
す
こ
と
か
ら
、
自
然
に
、
必
然
的
に
も

つ
前
意
識
的
な
愛
着
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
22
）。
ま
た
、
家
族
的
な
慣
行
的
同
感
を
商
業
社
会
に
お
け
るsym

pathy

か
ら
区
別
し
てem

pathy

と
と
ら
え
る
見
方
が
あ
る
。Em

pathy
は
、
家
族
の
よ
う
に
堅
い
き
ず
な
の
親
し
い
間
柄
の
交
流
を
さ
す
。
そ
の
よ
う
な
集
団
で
は
深
刻

な
価
値
の
対
立
は
生
じ
ず
、
公
平
な
観
察
者
の
意
見
を
参
照
す
る
必
要
も
な
い
（
23
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
家
庭
の
外
に
あ
る
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス

や
居
酒
屋
で
の
非
血
縁
的
な
交
流
は
、価
値
の
対
立
を
越
え
て
合
意
を
形
成
し
友
情
を
結
ぶ
市
民
社
会
に
ふ
わ
さ
し
い
も
の
と
い
わ
れ
る
（
24
）。

想
像
的
同
感
と
慣
行
的
同
感
、
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ウ
ス
と
家
庭
、
こ
の
よ
う
な
対
立
図
式
を
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
家
族
は
、
他
人
同
士

の
主
体
的
な
想
像
的
同
感
か
ら
形
成
さ
れ
る
市
民
社
会
と
は
異
質
な
も
の
、
個
人
に
還
元
さ
れ
な
い
き
ず
な
に
よ
っ
て
無
意
識
に
つ
な
が

る
共
同
体
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
ス
ミ
ス
の
描
く
家
族
は
、
一
緒
に
住
む
こ
と
を
余�

儀�

な�

く�

さ�

れ�

、
い�

や�

お�

う�

な�

し�

に�

折
り
合
う
関
係
で
あ
り
、「
慣
行
的
同
感
」
が
な
け
れ
ば
、
離
散
し
か
ね
な
い
「
他
人
」
の
関
係
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
だ
け
に
、

家
族
を
結
び
つ
け
る
「
慣
行
的
同
感
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

同
居
す
る
家
族
は
、
相
手
の
心
の
動
き
を
習
慣
的
に
繰
り
返
し
経
験
す
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
人
柄
に
慣
れ
親
し
み
、
共
感
し
や
す
く

な
る
。
こ
の
習
慣
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
経
験
に
よ
っ
て
心
に
生
ず
る
変
化
は
、
慣
習
原
理
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
は
第
5
部
に
お
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
ふ
た
つ
の
対
象
が
し
ば
し
ば
一
緒
に
す
が
た
を
見
せ
て
い
た
ら
、
想
像
力
は
、
一
方
の
対
象
か
ら
他
方
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の
対
象
へ
と
、
す
ん
な
り
移
動
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
最
初
の
対
象
が
目
に
映
る
と
、
つ
ぎ
の
対
象
が
つ
づ
い

て
現
れ
る
の
が
当
然
だ
と
期
待
し
ま
す
。」（V

.1
.2
.

（
下
）
四
七－

八
頁
）
こ
う
し
た
慣
習
原
理
は
、
身
の
回
り
の
物
だ
け
で
な
く
人
の
気

質
や
性
向
に
つ
い
て
一
定
の
パ
タ
ン
を
認
識
さ
せ
、
そ
の
人
ら
し
い
人
柄
と
ふ
る
ま
い
が
現
前
す
る
こ
と
に
期
待
を
い
だ
か
せ
る
。

彼
﹇
父
親
﹈
に
は
、
こ
う
し
た
家
族
構
成
員
に
共
感
を
よ
せ
る
習
慣
が
よ
ほ
ど
身
に
つ
い
て
い
ま
す
。
万
事
に
つ
い
て
そ
れ
が
家
族

の
心
を
ど
ん
な
ふ
う
に
動
か
し
そ
う
か
、
そ
の
人
は
よ
ほ
ど
詳
し
く
知
っ
て
お
り
、
家
族
に
よ
せ
る
彼
の
共
感
は
、
と
て
も
き
め
細

や
か
で
決
然
と
し
て
ゆ
る
が
ず
、
こ
れ
ほ
ど
の
共
感
が
そ
の
他
大
勢
の
人
た
ち
に
よ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、

彼
が
家
族
に
よ
せ
る
共
感
は
、
彼
自
身
を
案
ず
る
心
情
に
よ
ほ
ど
近
い
の
で
す
。（V

I.ii.1
.2
.

（
下
）
一
一
〇－

一
頁
）

こ
こ
に
は
、
慣
習
原
理
が
人
に
及
ぼ
す
心
理
的
な
作
用
、
つ
ま
り
、
観
念
の
連
合
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
慣
習
原
理
に
は
こ
の

よ
う
な
主
観
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
客
観
的
側
面
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
習
慣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
一
定
の
類
型
、
様
式
の
普
及
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
一
緒
に
暮
ら
す
人
の
も
つ
人
柄
が
継
承
さ
れ
て
い
く
論
理
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

一
族
の
類
似
し
た
人
柄
が
幾
世
代
も
連
綿
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
ご
く
ふ
つ
う
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
お
そ

ら
く
上
に
述
べ
た
心
理
傾
向
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
が
年
が
ら
年
じ
ゅ
う
い
や
お
う
な
く
一
緒
に
暮
ら
し
語
ら
う
人
び
と
に
、
思

わ
ず
自
分
を
同
化
さ
せ
る
習
性
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
一
族
の
人
柄
は
、
一
族
の
顔
だ
ち
の
場
合
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
の

す
べ
て
が
精
神
的
き
ず
な
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
血
統
に
も
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（V

I.ii.1
.

17
.

（
下
）
一
二
三
頁
）
（
25
）

一
二
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こ
の
よ
う
に
「
慣
行
的
同
感
」
の
本
質
は
、
慣
習
原
理＝

環
境
適
応
原
理
で
あ
る
（
26
）。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
原
理
を
「
家
庭
愛
と
適
切
に
呼

ば
れ
る
感
情
の
真
の
原
理
・
基
礎
」（V

I.ii.1
.8
.

（
下
）
一
一
五
頁
）
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
家
庭
愛
に
「
慣
習
に
も
と
づ

く
適
切
さ
」
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ス
ミ
ス
は
『
感
情
論
』
第
5
部
に
お
い
て
、
各
種
の
職
業
や
身
分
だ
け
で
な
く
各
国
民
の
人
柄

と
態
度
の
「
適
切
さ
」
が
慣
習
原
理
に
も
と
づ
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（V
.2
.4
.

（
下
）
六
八
頁
、V

.2
.7
.

（
下
）
七
五
�
六
頁
、V

.2
.10
.

（
下
）

八
四
頁
）。
こ
の
「
適
切
さ
」
は
、
想
像
上
の
立
場
の
交
換
か
ら
生
じ
る
観
察
者
の
共
感
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
（
27
）。

⑶
「
家
族＝

血
縁
者
」
観
の
修
正

で
は
、
家
庭
愛
に
お
け
る
「
慣
習
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
は
、
観
察
者
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。

既
述
の
よ
う
に
、「
家
庭
愛
」
の
起
源
、「
女
性
（
母
性
）
の
徳
」
の
「
情
け
深
さ
」
に
は
、「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
が
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、「
家
庭
愛
」
も
「
情
け
深
さ
」
と
同
族
で
あ
る
か
ぎ
り
、
同
様
な
適
切
さ
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
通
常
、
家
庭
生
活
に

は
そ
ん
な
情
け
深
さ
が
ゆ
き
わ
た
っ
て
お
り
、
観
察
者
は
そ
れ
に
共
感
し
、「
家
族＝

血
縁
者
」
が
親
し
く
す
る
こ
と
は
一
般
に
正
当
だ

と
考
え
る
。「
血
縁
関
係
に
あ
る
人
び
と
が
通�

常�

お�

か�

れ�

る�

境�

遇�

は
、
こ
の
習
慣
に
な
っ
た
共
感
﹇
慣
行
的
同
感
﹈
を
自�

然�

に�

作
り
出
し

ま
す
か
ら
、
そ
ん
な
人
び
と
の
あ
い
だ
に
は
適
度
な
親
し
み
が
あ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
一�

般�

に�

、
そ
ん
な
親
し

み
が
血
縁
者
の
あ
い
だ
に
実
在
す
る
の
を
認
め
、
で
す
か
ら
自�

然�

に�

、
そ
こ
に
親
し
み
が
あ
る
は
ず
だ
と
予
想
し
ま
す
。」（V

I.ii.1
.7
.

（
下
）
一
一
三
頁
）（
傍
点
と
﹇

﹈
は
引
用
者
）。
こ
の
よ
う
な
共
通
の
経
験
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
」（
世
間
の
観
察
者
）
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
一�

般�

ル�

ー�

ル�

を
確
立
す
る
。「
お
互
い
が
一
定
の
親
等
内
に
い
る
人
び
と
は
、
い
つ
だ
っ
て
お
互
い
に
一
定
の
し
か
た
で
心
を
動
か
さ

アダム・スミスと家族の近代化（山本）

190（190）

一
三



れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
ち
が
う
仕
方
で
心
を
動
か
さ
れ
る
と
き
に
は
つ
ね
に
こ
の
上
な
い
不
適
切
さ
が
あ
り
、
と
き
に
は
一
種
の

不
孝
さ
え
あ
る
」（V

I.ii.1
.7
.

（
下
）
一
一
三
頁
）。

こ
れ
が
世
間
で
実
行
さ
れ
て
い
る
一
般
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
家
族
に
扶
養
義
務
を
課
す
法
律
の
道
徳
的
基
礎
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。「
文
明
の
進
ん
だ
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
法
は
、
子
を
扶
養
す
る
義
務
を
親
に
課
し
、
子
に
対
し
て
は
親
を
扶
養
す
る
義
務
を
課
す
な

ど
、
恵
み
深
さ
に
か
か
わ
る
ほ
か
の
義
務
を
ず
い
ぶ
ん
と
強
制
し
ま
す
。」（II.ii.1

.8
.

（
上
）
二
一
二
頁
）
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
種

の
法
律
は
、「
正
義
」
で
は
な
く
、「
恵
み
深
さ
」（
慈
恵
）
の
感
情
、
家
庭
愛
に
基
づ
く
。

こ
の
一
般
ル
ー
ル
は
、
一
見
、「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
ケ
ー
ス
に
妥
当
す
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
う
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
事
情
で
し
ば
ら
く
別
居
し
て
い
た
親
兄
弟
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、

一
般
ル
ー
ル
と
例
外
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
感
情
論
』
第
5
部
の
子
捨
て
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。
子
捨
て
の
慣
行
は
、
殺
人
を
禁

じ
る
一
般
ル
ー
ル
（
正
義
の
法
）
の
「
適
用
」
を
免
除
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
ル
ー
ル
の
運
用
を
修
正
し
た
（
28
）。
家
庭
愛
を
勧
奨
す
る
一

般
ル
ー
ル
（
慈
恵
の
法
）
の
場
合
、
別
居
の
ケ
ー
ス
は
、
ル
ー
ル
を
修
正
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ル
ー
ル
の
運
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
内

容
自
体
に
及
ぶ
（
29
）。

遠
く
に
い
る
息
子
、
遠
く
に
い
る
兄
弟
は
、
日
ご
ろ
近
く
に
い
る
ほ
か
の
息
子
や
兄
弟
と
は
ち
が
い
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
息

子
、
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
兄
弟
で
あ
り
、
そ
ん
な
人
た
ち
と
会
っ
て
友
情
や
語
ら
い
を
味
わ
う
幸
福
は
、
き
わ
め
て
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
希
望
と
な
っ
て
胸
に
去
来
し
ま
す
。
彼
ら
が
顔
を
合
わ
せ
る
と
き
よ
く
あ
る
の
で
す
が
、
家
族
の
親
し
み
﹇
家
庭
愛
﹈

の
本
質
、
習
慣
に
な
っ
た
共
感
﹇
慣
行
的
同
感
﹈
を
い
だ
こ
う
と
す
る
心
理
傾
向
が
強
い
せ
い
で
、
彼
ら
は
や
や
も
す
る
と
そ
ん
な

共
感
を
も
う
実
際
に
い
だ
い
て
い
る
と
勝
手
に
思
い
込
ん
で
、
お
互
い
に
あ
た
か
も
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
傾
向
が
強

一
四
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く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
時
が
経
ち
、
経
験
を
重
ね
る
う
ち
に
、
彼
ら
が
幻
滅
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
は
な
い
か
、
と

わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
親
し
く
知
り
合
え
ば
知
り
合
う
ほ
ど
、
た
い
て
い
彼
ら
は
お
互
い
の
な
か
に
自
分
が
期�

待�

し�

た�

の�

と�

は�

ち�

が�

う�

習�

慣�

・
気�

質�

・
性�

向�

を
発
見
し
ま
す
。
し
か
し
、
習
慣
に
な
っ
た
共
感
﹇
慣
行
的
同
感
﹈
が
な
い
せ
い
で
、
つ
ま
り
、
家
族
の
親

し
み
﹇
家
庭
愛
﹈
と
適
切
に
呼
ば
れ
る
感
情
の
真
の
原
理
・
基
礎
が
な
い
せ
い
で
、
今
と
な
っ
て
は
相
手
の
習
慣
・
気
質
・
性
向
と

心
安
く
折
り
合
え
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
こ
の
心
安
い
折
り
合
い
を
ほ
と
ん
ど
い
や
お
う
な
く
強
い
る
境
遇
に
暮
ら
し
た
こ
と
が
な
く
、

い
ざ
そ
ん
な
ふ
う
に
折
り
合
う
態
度
を
と
り
た
い
と
真
摯
に
思
い
こ
が
れ
て
も
、
実
際
に
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。（V

I.ii.1
.8
.

（
下
）
一
一
五－

六
頁
）（
傍
点
と
﹇

﹈
は
引
用
者
）

先
の
一
般
ル
ー
ル
が
別
居
の
ケ
ー
ス
に
当
て
は
ま
ら
な
い
の
は
、「
慣
行
的
同
感
」
が
欠
如
し
て
お
り
、
濃
い
血
の
つ
な
が
り
が
あ
っ

て
も
「
親
し
み
」
は
湧
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
別
居
の
場
合
、
相
手
の
人
柄
や
ふ
る
ま
い
に
対
す
る
期
待
は
、「
慣
行
的
同
感
」
で
は
な

く
、「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
希
望
」
に
も
と
づ
く
た
め
、
早
晩
、
裏
切
ら
れ
る
。
世
間
の
観
察
者
は
、「
慣
行
的
同
感
」
が
家
族
の
親
し
み

の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
そ
ん
な
観
察
に
も
と
づ
く
世
間
の
一
般
ル
ー
ル
は
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

み
ら
れ
る
慣
習
原
理＝

環
境
適
応
原
理
は
、
き
わ
め
て
強
い
。
第
5
部
で
話
題
に
さ
れ
た
子
捨
て
の
慣
行
も
、
殺
人
を
禁
じ
る
一
般
ル
ー

ル
に
対
す
る
例
外
を
つ
く
る
ほ
ど
強
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
例
外
で
あ
り
、
こ
の
慣
行
が
一
般
化
を
要
求
す
る
こ
と

は
な
い
。
一
方
、
家
庭
愛
を
勧
奨
す
る
一
般
ル
ー
ル
の
場
合
、「
家
族＝
血
縁
者
」
と
い
う
常
識
的
な
見
方
そ
の
も
の
が
「
慣
行
的
同
感
」

と
い
う
慣
習
原
理
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
の
裏
に
は
、
次
章
で
み
る
よ
う
に
、
血
縁
社
会
か
ら
市
民
社
会
へ
と

い
う
ス
ミ
ス
の
歴
史
的
展
望
が
あ
っ
た
。
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四

家
庭
愛
の
成
立
す
る
歴
史
的
条
件

ス
ミ
ス
の
描
く
家
族
は
、
近
代
の
核
家
族
で
あ
る
。
そ
の
「
家
庭
愛
」
は
、
個
々
の
家
族
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
多
数
の
家
族
を
取
り

巻
く
社
会
レ
ベ
ル
で
の
環
境
適
応
の
所
産
で
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
四
段
階
の
歴
史
発
展
モ
デ
ル
を
使
う
が
、
家
族
関

係
も
社
会
全
体
の
発
展
に
即
し
て
変
化
を
こ
う
む
る
。
そ
の
変
化
の
特
徴
は
、
血
縁
社
会
の
後
退
で
あ
り
、
そ
の
漸
進
的
な
環
境
の
変
化

に
適
応
す
る
過
程
で
「
家
庭
愛
」
が
「
一
般
的
な
類
型
」（the

generalstyle

）
と
し
て
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

家
族
の
愛
の
か
た
ち
は
、
原
初
的
社
会
と
文
明
社
会
で
は
異
な
る
。
ス
ミ
ス
が
正
当
化
し
、
讃
美
し
た
家
族
の
愛
は
、
文
明
社
会
で
形

成
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
一
般
に
、
多
産
多
死
型
の
社
会
に
お
い
て
親
子
の
親
密
な
感
情
は
育
ち
に
く
い
（
30
）。
飢
餓
や
戦
乱
の
な
か
で
起

こ
る
「
子
捨
て
」
は
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
子
捨
て
の
慣
行
は
、
と
く
に
貧
困
層
に
お
い
て
一
八
世
紀
の
西
欧
で
も
止
む
こ
と
が
な
か
っ

た
（
31
）。で

は
、
近
代
の
家
庭
愛
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
条
件
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
は
、
家
族
の
愛
を
論
じ
る
同
じ
章

で
、
牧
畜
社
会
と
商
業
社
会
に
お
け
る
家
族
の
役
割
を
比
較
し
て
い
る
。

牧
畜
社
会
の
国
は
、
法
律
の
権
威
だ
け
で
は
国
家
の
各
構
成
員
に
完
全
な
身
の
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
通
常
、
そ

ん
な
す
べ
て
の
国
で
は
、
同
じ
一
族
か
ら
分
か
れ
た
い
ろ
ん
な
支
族
が
、
互
い
に
親
密
な
近
所
づ
き
あ
い
を
し
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と

を
選
び
ま
す
。
彼
ら
の
連
帯
は
、
し
ば
し
ば
共
同
の
防
衛
に
と
っ
て
不
可
欠
で
す
。
彼
ら
は
み
ん
な
、
上
級
の
支
族
か
ら
下
級
の
支

族
に
い
た
る
ま
で
、
互
い
に
重
要
な
存
在
意
義
を
多
か
れ
少
な
か
れ
も
っ
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
協
和
は
、
彼
ら
が
必
要
と
す
る
連
帯

一
六

香川法学40巻1・2号（2020）

187（187）



を
強
化
す
る
一
方
、
彼
ら
の
不
協
和
は
、
い
つ
で
も
そ
の
連
帯
を
弱
め
、
破
壊
す
る
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
彼
ら
相
互
の
つ
き
あ
い

は
、
ほ
か
の
部
族
の
構
成
員
と
の
つ
き
あ
い
よ
り
も
親
密
で
す
。
同
じ
部
族
の
構
成
員
で
あ
れ
ば
、
互�

い�

に�

血�

の�

つ�

な�

が�

り�

が�

ど�

ん�

な�

に�

薄�

く�

て�

も�

な�

ん�

ら�

か�

の�

血�

縁�

を�

主�

張�

し�

、
血
縁
以
外
の
事
情
が
等
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
主
張
で
き
な
い
人
よ
り
も
格
上
の
気
づ

か
い
で
待
遇
さ
れ
る
べ
き
だ
と
期
待
し
ま
す
。（V

I.ii.1
.12
.

（
下
）
一
一
八－

九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

牧
畜
社
会
は
財
産
を
略
奪
し
な
が
ら
移
動
す
る
戦
闘
集
団
で
あ
り
、
血
統
の
古
い
有
力
な
族
長
、
家
父
長
が
支
配
す
る
社
会
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
の
家
族
は
、
憩
い
の
集
団
で
は
な
く
、
安
全
保
障
の
担
い
手
で
あ
り
、「
家
族
的
関
係
が
、
公
的
関
係
、
法
と
政
府
の
維
持
の
基

盤
」
で
あ
っ
た
（
32
）。
そ
の
よ
う
な
社
会
は
「
血
縁
」
で
固
く
結
ば
れ
る
。
血
縁
は
、
同
居
し
て
い
な
く
て
も
主
張
で
き
る
権
原
で
あ
り
、
社

会
の
存
続
を
支
え
て
い
る
。

一
方
、
商
業
社
会
は
、
法
律
が
す
べ
て
の
個
人
の
安
全
を
保
障
す
る
。
そ
こ
で
は
専
門
化
し
た
裁
判
官
や
軍
人
が
存
在
す
る
の
で
、
家

族
構
成
員
は
自
己
防
衛
の
た
め
に
家
父
長
の
も
と
で
結
束
す
る
必
要
が
な
い
（
33
）。
さ
ら
に
、
商
業
社
会
で
は
、
新
た
な
産
業
が
成
立
し
て
分

業
化
が
進
み
、
家
業
を
継
が
な
く
て
よ
い
子
ど
も
た
ち
は
労
働
市
場
に
参
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
生
計
を
営
む
よ
う
に
な
る
（
34
）。
そ
こ
に

は
本
家
と
分
家
と
い
っ
た
主
従
関
係
は
な
い
（
35
）。

商
業
社
会
の
国
は
、
法
律
の
権
威
だ
け
で
そ
の
国
家
の
ど
ん
な
に
低
い
身
分
の
人
さ
え
も
保
護
す
る
こ
と
が
い
つ
も
完
全
に
で
き
ま

す
。
そ
ん
な
国
で
は
、
同
じ
一
族
か
ら
派
生
し
た
子
孫
た
ち
は
、
前
記
の
よ
う
に
連
帯
す
る
動
機
を
も
た
ず
、
利�

害�

関�

心�

や�

志�

向�

が�

お�

も�

む�

く�

と�

お�

り�

に�

自�

然�

に�

交�

流�

を�

や�

め�

、
離�

れ�

離�

れ�

に�

な�

り�

ま�

す�

。
や
が
て
彼
ら
は
、
相
互
に
重
要
な
存
在
で
は
な
く
な
り
、
二
、

三
世
代
の
う
ち
に
、
互
い
に
ま
っ
た
く
世
話
を
や
か
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
共
通
の
出
自
で
あ
る
こ
と
、
祖
先
た
ち
の
あ
い
だ
に
血
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の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
ま
る
で
忘
れ
ま
す
。
こ
の
文
明
化
さ
れ
た
状
態
が
久
し
く
つ
づ
き
、
磐
石
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ど

ん
な
国
で
も
、
遠
縁
の
親
族
へ
の
配
慮
は
だ
ん
だ
ん
弱
く
な
り
ま
す
。
こ
の
状
態
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
よ
り
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で

久
し
く
つ
づ
き
、
磐
石
に
な
り
、
で
す
か
ら
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
、
遠
縁
の
親
族
の
こ
と
が
深
く
か
え

り
み
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
両
国
の
差
は
日
増
し
に
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
が
。（V

I.ii.1
.13
.

（
下
）
一
二

〇
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
の
よ
う
な
商
業
社
会
の
家
族
は
、「
利
害
関
心
や
志
向
が
お
も
む
く
と
お
り
に
」
離
散
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぎ
と
め
る

の
は
、
血
縁
で
は
な
く
、「
慣
行
的
同
感
」
に
も
と
づ
く
「
親
し
み
」
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
前
意
識
的
な
血
縁
の
き
ず
な
を
架
空
の
物

語
に
し
か
見
ら
れ
な
い
非
現
実
的
な
も
の
と
す
る
。「
近
親
者
が
血
の
つ
な
が
り
を
お
互
い
知
り
さ
え
し
な
い
の
に
、
相
手
を
案
じ
て
心

に
い
だ
く
と
思
わ
れ
て
い
る
驚
嘆
す
べ
き
親
し
み
は
、
…
悲
劇
や
恋
物
語
の
な
か
だ
け
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は

思
い
ま
す
。」（V

I.ii.1
.11
.

（
下
）
一
一
八
頁
）。
ま
た
、
貴
族
が
家
系
を
誇
示
し
、「
お
互
い
が
い
か
に
遠
縁
で
あ
ろ
う
と
、
血
の
つ
な
が

り
を
誇
ら
し
く
思
い
起
こ
し
て
認
め
合
う
」
の
は
、「
見
栄
の
な
か
で
も
一
番
つ
ま
ら
な
い
子
ど
も
じ
み
た
動
機
」
か
ら
な
さ
れ
る
と
い

う
（V

I.ii.1
.13
.

（
下
）
一
二
〇
頁
）。
ま
た
、
ス
ミ
ス
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
身
内
に
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
の
礼
儀
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
も
商
業
社
会
の
核
家
族
化
を
示
す
。「
当
世
の
礼
儀
は
、
人
間
の
気
弱
さ
に
き
わ
め
て
寛
大
で
あ
り
、
家
庭
内
の
ひ
ど

い
辛
酸
に
見
舞
わ
れ
た
人
た
ち
を
見
ず
知
ら
ず
が
訪
問
す
る
こ
と
を
一
定
期
間
禁
じ
、
い
ち
ば
ん
の
近
親
者
や
親
友
だ
け
の
訪
問
を
許
し

て
い
ま
す
。」﹇
第
6
版
の
増
補
﹈（III.3

.24
.

（
上
）
四
二
五－

六
頁
）。
こ
こ
に
は
「
閉
鎖
的
な
家
庭
内
的
核
家
族
」
が
あ
る
（
36
）。

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
家
族
は
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
社
会
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
展
開
と
と
も
に
確
立
さ
れ
て
き

た
も
の
で
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
す
で
に
顕
在
化
し
て
い
た
（
37
）。
そ
れ
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

一
八
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と
の
合
邦
以
来
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
も
浸
透
し
て
き
た
と
い
う
の
が
上
の
ス
ミ
ス
の
所
見
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
家
族
は
、
市
場
に
依

存
し
て
い
る
が
、「
社
会
的
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
親
密
さ
」
を
も
ち
、
理
念
と
し
て
は
、
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
「
愛
の
共
同
体
」
で

あ
る
（
38
）。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
親
密
な
感
情
の
経
験
が
文
学
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
。「
ラ
シ
ー
ヌ
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
、

マ
リ
ヴ
ォ
ー
、
リ
コ
ボ
ー
ニ
は
、
恋
愛
、
友
情
、
そ
の
他
、
私
生
活
と
家
庭
内
の
あ
ら
ゆ
る
親
愛
の
情
の
優
美
さ
や
機
微
を
と
て
も
み
ご

と
に
描
く
詩
人
と
物
語
作
家
で
あ
り
、
こ
の
種
の
事
例
で
は
、
彼
ら
の
ほ
う
が
、
ゼ
ノ
ン
、
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
よ
り
も

ず
っ
と
上
手
の
教
師
で
す
（
39
）。」﹇
第
6
版
の
増
補
﹈（III.3
.14
.

（
上
）
四
一
八
頁
）。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
を
読
む
多
く
の
市
民
が

存
在
し
た
。
安
価
な
紙
と
大
量
販
売
に
よ
っ
て
書
籍
は
手
頃
な
値
段
に
な
り
、
ま
た
、「
巡
回
予
約
図
書
館
」
が
登
場
し
て
読
者
の
需
要

に
応
え
た
（
40
）。
こ
う
し
て
市
民
の
あ
い
だ
に
「
文
芸
的
公
共
圏
」
が
形
成
さ
れ
る
。
血
縁
に
縛
ら
れ
な
く
な
っ
た
核
家
族
の
経
験
は
、
文
学

を
介
し
て
広
く
共
有
さ
れ
、「
市
民
的
公
共
圏
」
の
成
熟
に
貢
献
し
た
（
41
）。

五

お
わ
り
に

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
「
文
芸
的
公
共
圏
」
は
「
市
民
的
公
共
圏
」
の
成
立
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ

の
成
立
以
前
に
は
、
古
い
タ
イ
プ
の
公
共
性
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
古
い
公
共
性
の
消
極
面
だ
け
で
な
く
、
積
極
面

も
と
ら
え
て
お
り
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
市
民
社
会
の
「
近
代
性
」
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
触
れ
て
お
き
た
い
（
42
）。

こ
の
古
い
タ
イ
プ
の
公
共
性
は
、「
代
表
的
具
現
の
公
共
性
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
伝
統
的
支
配
者
の
権
威
の
源
泉
で
あ
り
、「
人

物
の
諸
属
性
―
―
位
章
（
印
綬
と
武
具
）、
風
貌
（
衣
装
と
髪
型
）、
挙
措
（
会
釈
と
態
度
）、
話
法
（
挨
拶
と
一
般
に
様
式
化
さ
れ
た
語
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法
）
―
―
要
す
る
に
〝
高
貴
な
〞
態
度
の
厳
格
な
作
法
に
結
び
つ
い
て
い
る
（
43
）。」
そ
の
よ
う
な
も
の
を
通
じ
て
君
主
と
議
会
は
、「
支
配
権

を
人
民
の
た
め
に
で
は
な
く
、
人
民
〝
の
前
で
〞
具
現
す
る
（
44
）」。

ス
ミ
ス
は
『
感
情
論
』
で
こ
う
し
た
「
代
表
的
具
現
の
公
共
性
」
と
結
び
つ
く
資
質
や
作
法
を
上
流
身
分
な
ら
で
は
の
も
の
と
し
て
描

き
、
下
位
の
身
分
に
属
す
る
者
が
そ
れ
を
真
似
る
こ
と
を
愚
行
と
断
じ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
上
流
身
分
に
特
有
の
資
質
や
作

法
は
「
市
民
社
会
」
で
通
用
し
な
い
「
些
末
な
素
養
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
徳
と
し
て
み
れ
ば
、
価
値
は
低
い
。

下
級
身
分
の
人
は
、
こ
の
種
の
素
養
に
よ
っ
て
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
い
と
望
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
。
優
雅
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
、
上

流
身
分
の
人
た
ち
以
外
に
ほ
と
ん
ど
名
誉
を
与
え
な
い
ほ
ど
、
上
流
身
分
な
ら
で
は
の
徳
で
す
。
…
…
ひ
と
た
び
彼
が
頭
角
を
あ
ら

わ
し
た
い
と
望
む
な
ら
、
も
っ
と
重
要
な
徳
に
よ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
は
上
流
身
分
の
従
者
に
匹
敵
す
る
数
の
従
者
を
持
た
ね

ば
な
ら
ず
、
彼
ら
に
払
う
賃
金
の
原
資
は
、
自
ら
の
肉
体
の
労
働
と
心
の
活
動
だ
け
な
の
で
、
心
身
の
能
力
を
鍛
え
て
伸
ば
さ
ね
ば

な
ら
ず
、
そ
の
職
業
で
卓
越
し
た
知
識
と
、
そ
れ
を
活
用
す
る
卓
越
し
た
勤
勉
さ
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
…
…
高
い
身
分

に
生
ま
れ
つ
い
た
人
に
こ
れ
ら
の
徳
が
そ
な
わ
る
見
込
み
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
統
治
形
態
の
国
で
も
、

た
と
え
王
制
で
も
、
一
般
に
最
高
の
職
位
を
占
め
、
行
政
の
業
務
を
す
べ
て
取
り
仕
切
る
の
は
、
中
流
以
下
の
暮
ら
し
向
き
で
教
育

さ
れ
た
人
た
ち
で
す
。（I.iii.2

.5
.

（
上
）
一
四
〇－

三
頁
）

し
か
し
、「
代
表
的
具
現
の
公
共
性
」
は
、
の
ち
に
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
が
述
べ
た
よ
う
に
国
家
の
「
尊
厳
的
部
分
」
の
機
能
と
し
て
存

続
す
る
（
45
）。
ス
ミ
ス
も
、
王
侯
貴
族
を
尊
ぶ
大
衆
心
理
が
社
会
秩
序
を
支
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る（I.iii.2

.3
－4
.

（
上
）一
三
四－

四
〇
頁
）。

そ
れ
は
、
商
業
社
会
で
法
の
支
配
が
貫
徹
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
核
家
族
化
す
る
商
業
社
会
で

二
〇
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は
、「
情
け
深
さ
」
が
家
庭
内
に
濃
縮
さ
れ
る
一
方
、「
法
律
」
が
社
会
の
安
全
を
守
る
た
め
に
制
定
さ
れ
る
。
法
律
に
は
、
国
民
の
基
本

的
権
利
を
規
定
す
る
権
利
章
典
も
あ
る
が
、
政
策
実
行
に
か
か
わ
る
「
国
内
行
政
の
法
」
も
あ
る
（V

II.iv.37
.

（
下
）
四
〇
〇
頁
）
（
46
）。
後
者

の
例
と
し
て
消
費
税
法
は
、
戦
争
を
繰
り
返
す
政
府
に
と
っ
て
は
安
全
保
障
に
不
可
欠
な
法
律
で
あ
っ
た
（
47
）。
そ
れ
は
、
納
税
者
か
ら
み
れ

ば
、
単
な
る
強
制
的
命
令
で
、
脱
税
の
訴
訟
で
は
陪
審
が
使
わ
れ
ず
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
は
、「
消
費
税
法
の
厳
格
で
恣
意
的
な
訴
訟

手
続
き
は
、
自
由
な
国
民
の
心
情
と
は
ま
ず
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
（
48
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
国
民
の
支
持
を
い
か
に

し
て
得
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
（
49
）。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
伝
統
的
権
威
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ミ
ス
が
家
庭
愛
に
つ
づ
い
て
論
じ

た
祖
国
愛
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

（
1
）D

.D
.

ラ
フ
ィ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
』（
生
越
利
昭
、
松
本
哲
人
訳
、
二
〇
〇
九
年
）
昭
和
堂
、
七
七－

八
〇
頁
。

（
2
）V

.B
row
n

（1994

）Adam
Sm
ith’s

discourse
:
canonicity,

com
m
erce

and
conscience,

R
outledge,

pp.95
－7
.

教
授
は
、『
感
情
論
』
が
多
く
の

点
で
ス
ト
ア
的
な
結
論
と
は
距
離
を
置
く
こ
と
を
み
と
め
つ
つ
、
自
己
の
成
熟
の
プ
ロ
セ
ス
を
認
め
る
利
己
心
は
、
現
代
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
ち
が
う

と
い
う
。Ibid.,97

.

こ
の
概
念
を
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、Richard

Price

（1991

）“A
D
iscourse

on
the
Love

ofourC
ountry

（1789

）”,
in
PoliticalW

ritings,
edited

by
D
.O
.Thom

as,
C
am
bridge

U
.P.,

pp.180
－1
.

（
3
）
こ
の
点
を
よ
り
重
視
し
た
の
は
ジ
ョ
ン
・
ミ
ラ
ー
で
あ
る
と
さ
れ
る
。J.D

w
yer

（1998

）The
Age

of
the
Passions,

An
Interpretation

of
Adam

Sm
ith
and
Scottish

Enlightenm
entC

ulture,
Tuckw

ellPress,
pp.81

－100
.

（
4
）
ス
ミ
ス
の
女
性
観
は
保
守
的
だ
が
、
家
族
観
は
近
代
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。S.N

erozzi
&
P.N
uti

（2011

）“A
dam

Sm
ith
and
the
Fam
ily”,19

H
istory

ofEconom
ic
Ideas,

pp.11
－41
,
at20

－3
.

（
5
）
『
道
徳
感
情
論
』の
テ
キ
ス
ト
は
、Adam

Sm
ith

（2002

）The
Theory

ofM
oralSentim

ents,
K
nud
H
aakonssen

（ed.

）,C
am
bridge

U
niversity

Press

で
あ
る
。『
感
情
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
パ
ー
ト
（
ロ
ー
マ
数
字
大
文
字
）・
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ロ
ー
マ
数
字
小
文
字
）・
章
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）・
パ
ラ
グ
ラ

フ（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）の
順
で
該
当
箇
所
を
示
し
、
そ
の
あ
と
に
岩
波
文
庫
版
の
該
当
す
る
巻
と
頁
を
表
記
し
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス『
道
徳
感
情
論
』（
上
）

（
下
）（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
三
年
）
岩
波
文
庫
。
な
お
、
訳
文
は
『
香
川
法
学
』（
二
〇
一
三
〜
一
八
年
）
に
連
載
し
た
拙
訳
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
6
）
こ
の
こ
と
は
、
家
族
の
親
密
さ
を
繊
細
に
描
い
た
当
時
の
家
族
の
肖
像
画
に
み
ら
れ
る
が
、
産
業
革
命
下
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
、
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら

れ
、
あ
る
い
は
浮
浪
者
に
な
る
子
ど
も
も
多
か
っ
た
。
北
本
正
章
『
子
ど
も
観
の
社
会
史
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
共
同
体
・
家
族
・
子
ど
も
』（
二
〇
〇
〇

年
）
新
曜
社
、
一
一
二－

二
五
頁
。

（
7
）
ス
ト
ー
ン
『
家
族
・
性
・
結
婚
の
社
会
史

一
五
〇
〇
年－

一
八
〇
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
』（
北
本
正
章
訳
、
一
九
九
一
年
）
勁
草
書
房
、
六
八
頁
。

（
8
）
北
本
前
掲
注
（
6
）、
八
一－

四
頁
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
法
学
講
義
』（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
五
年
）
岩
波
文
庫
、
一
六
〇－

一
頁
。

（
9
）
ス
ト
ー
ン
は
、
上
流
階
級
に
お
け
る
家
族
形
態
の
変
化
を
以
下
の
三
つ
の
類
型
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。「
開
放
的
血
統
家
族
」（
一
四
五
〇－

一
六
三
〇

年
頃
）、「
限
定
的
家
父
長
制
核
家
族
」（
一
五
五
〇－

一
七
〇
〇
年
頃
）、「
閉
鎖
的
な
家
庭
内
的
核
家
族
」（
一
六
二
〇－

一
八
〇
〇
年
頃
）。
ス
ト
ー
ン

前
掲
注
（
7
）。
北
本
前
掲
注
（
6
）、
一
九
二－

三
頁
。

（
10
）
母
親
は
「
自
分
の
産
ん
だ
子
ど
も
に
対
し
て
強
力
な
愛
の
感
覚
を
た
だ
ち
に
感
じ
る
の
が
普
通
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
ラ
フ
ィ
ル
前
掲
注
（
1
）、

八
六
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
母
性
愛
、
母
子
関
係
も
、
家
庭
愛
と
同
様
に
、
近
代
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
タ
ー
『
近
代
家

族
の
形
成
』（
田
中
俊
宏
ほ
か
訳
、
一
九
八
七
年
）
昭
和
堂
、
第
5
章
。

（
11
）
ベ
リ
ー
教
授
に
よ
る
と
、
人
間
の
本
性
は
普
遍
的
で
あ
る
が
、
制
度
は
変
化
し
、
こ
の
変
化
に
適
応
す
る
う
ち
に
、
人
間
の
本
性
の
現
れ
に
偏
差
が
生

じ
る
。C

h.J.B
erry

（2018

）Essays
on
H
um
e,
Sm
ith
and
the
Scottish

Enlightenm
ent,

Edinburgh
U
.P.,

p.378
.

（
12
）D

ickey

教
授
は
、
慎
慮
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
か
ら
第
6
版
と
初
版
の
ち
が
い
を
強
調
す
る
。L.D

ickey

（1986

）“H
istoricizing

the
‘A
dam

Sm
ith

Problem
’:
C
onceptual,

H
istoriographical,

and
Textual

Issues”,58
Journal

of
M
odern

H
istory,

pp.579
－609

.

そ
の
よ
う
な
変
化
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
司
『
増
補
改
訂
版

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
学
』（
二
〇
一
七
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
四
五
六－

六
〇
頁
。

（
13
）
「
母
親
と
乳
飲
み
子
の
間
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
情
緒
の
輪
が
次
第
に
そ
の
範
囲
を
広
げ
、
年
長
の
子
ど
も
や
夫
を
も
つ
つ
み
こ
む
。」
シ
ョ
ー
タ
ー
前

掲
注
（
10
）、
二
一
五
頁
。

（
14
）
ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
シ
ス
テ
ム
を
四
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
①
他
人
に
有
用
な
性
質
、
②
本
人
に
有
用
な
性
質
、
③
他
人
に
直
接
に
快
い
性
質
、

④
本
人
に
直
接
に
快
い
性
質
。
新
村
聡
『
経
済
学
の
成
立
―
―
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
近
代
自
然
法
学
―
―
』（
一
九
九
四
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
一
一
五

頁
。

（
15
）
「
自
然
の
勧
告
」
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
が
強
い
勧
告
で
あ
る
か
弱
い
勧
告
で
あ
る
か
は
、
恵
み
深
さ
が
必�

要�

で�

あ�

る�

度�

合�

い�

、
あ
る
い
は
、
恵
み
深
さ

が
も
た
ら
す
利�

便�

性�

の�

度�

合�

い�

に
つ
ね
に
比
例
し
ま
す
」（V

I.ii.intro.3
.

（
下
）
一
一
〇
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
。
自
然
は
、
そ
の
目
的
を
実

現
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
合
的
な
手
段
を
も
っ
と
も
強
く
勧
告
す
る
。

二
二
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（
16
）
「
自
然
の
勧
告
」
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
目
的
二
重
性
」
を
も
つ
点
で
「
自
然
の
欺
瞞
」
論
と
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
﨑
怜
『
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
』（
二
〇
〇
五
年
）
研
究
社
、
八
二－

五
頁
。

（
17
）
母
性
愛
の
発
達
の
背
後
に
は
、
母
乳
育
の
普
及
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
怠
惰
な
乳
母
の
せ
い
で
子
ど
も
が
死
亡
す
る
危
険
は
低
下
し
た
。
ス
ト
ー
ン

前
掲
注
（
7
）、
三
五
九－

六
〇
頁
。

（
18
）
ス
ミ
ス
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
は
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。J.R

.W
einstein

（2013

）Adam
Sm
ith’s

Pluralism
,
Y
ale

U
.P.,

p.94
.

当
時
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
動
向
に
照
ら
し
て
ス
ミ
ス
の
態
度
は
概
し
て
冷
淡
で
あ
る
と
す
る
も
の
に
、E.K

uiper

（2006

）“A
dam

Sm
ith

and
his
fem
inistcontem

poraries”,
in
N
ew
V
oices

on
A
dam

Sm
ith,
edited

by
L.M
ontes

&
E.Schliesser,

R
outledge,

pp.40
－60
.

（
19
）
一
八
世
紀
後
半
の
上
流
階
級
は
、
歴
史
的
に
見
て
も
類
例
が
な
い
ほ
ど
、
子
ど
も
を
甘
や
か
し
て
育
て
て
い
た
。
ス
ト
ー
ン
前
掲
注
（
7
）、
三
六
四－

六
頁
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
無
数
の
息
子
た
ち
が
母
親
の
愛
情
の
影
響
を
大
い
に
受
け
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
不
満
も
あ
っ
た
。
ス
ト
ー
ン

上
掲
書
、
三
六
七
頁
。

（
20
）J.D

w
yer

（2005

）“Ethics
and
Econom

ic
:
B
ridging

A
dam

Sm
ith’s

Theory
of
M
oral

Sentim
ents

and
W
ealth

of
N
ations”,44

Journal
of

British
Studies,

pp.667
－8
.
‘H
um
anity’

の
意
味
を
男
女
お
よ
び
公
私
の
二
分
論
を
超
え
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
ド
ワ
イ
ヤ
ー
教
授
の
見
解
を
批
判

す
る
も
の
に
、H

enry
C
.C
lark

（1993
）“W
om
en
and
H
um
anity

in
Scottish

Enlightenm
ent
Social

Thought:
The

C
ase
of
A
dam

Sm
ith”,19

H
istoricalReflections/Reflexions

H
istoriques,

vol.19
,
no.3
,
pp.334

�61
,
at339

.

（
21
）
理
性
と
も
学
問
と
も
無
縁
な
幼
子
が
感
じ
る
の
は
現
在
の
瞬
間
の
不
安
だ
け
で
あ
り
、
恐
怖
や
心
配
を
も
た
な
い
（I.i.1

.12
.

（
上
）
三
三
頁
）。
こ
の
点

で
幼
子
は
大
人
か
ら
み
る
とstranger

で
あ
り
、
想
像
力
を
つ
か
っ
た
立
場
の
交
換
が
必
要
と
な
る
。

（
22
）
鈴
木
信
雄
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
知
識＝

社
会
哲
学
―
―
感
情
の
論
理
を
視
軸
に
し
て
―
―
』（
一
九
九
二
年
）名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
五
六－

九
頁
。

田
中
正
司
『
市
民
社
会
理
論
と
現
代
』（
一
九
九
四
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
二
八
八－

九
頁
。
田
中
前
掲
注
（
12
）、
三
九
六－

八
頁
。

（
23
）N

.Phillipson,
A
dam

Sm
ith
as
civic

m
oralist,

in
W
ealth

&
Virtue

:
The

Shaping
of
Political

Econom
y
in
the
Scottish

Enlightenm
ent,

edited
by
I.H
ontand

M
.Ignatieff,

C
am
bridge

U
.P.,

p.187
.

（
24
）Ibid.,
p.189

.

（
25
）
同
じ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
前
半
は
、『
感
情
論
』
第
5
部
の
「
慣
習
と
流
行
は
、
正
邪
の
自
然
的
原
理
と
波
長
が
あ
え
ば
、
感
情
の
繊
細
さ
を
研
ぎ
す
ま
し
、

悪
に
近
づ
く
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
い
ま
い
ま
し
い
感
じ
を
増
幅
さ
せ
ま
す
。
…
」（V

.2
.2
.

（
下
）
六
五
頁
）
と
対
応
す
る
。

（
26
）
ス
ミ
ス
が
ス
ト
ア
のoikeiosis

概
念
を
用
い
て
い
る
証
左
と
し
て
「
慣
行
的
同
感
」
を
挙
げ
る
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
慣
行
的
同
感
」
に
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は
自
分
と
の
距
離
が
物
理
的
に
近
い
人
を
親
し
く
思
わ
せ
る
求
心
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
己
を
中
心
と
す
る
同
心
円
状
の
親
し
さ
で
あ
るoikeiosis

と
符

合
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。F.Form

an-Barzilai

（2010

）Adam
Sm
ith
and
the
Circles

ofSym
pathy,

Cam
bridge

U
.P.,

p.123
.

し
か
し
、「
慣
行
的

同
感
」
自
体
に
一
定
の
方
向
性
（
求
心
性
）
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
慣
習
原
理＝

環
境
適
応
原
理
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
困
難
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
27
）
拙
稿
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）
第
5
部
〝
慣
習
が
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
〞
の
一
分
析
―
―
ク
ロ
ー
ド
・
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
の

関
連
を
中
心
に
―
―
」
香
川
法
学
第
三
八
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
九－

五
三
頁
。

（
28
）
子
捨
て
は
一
般
的
な
正
当
性
を
も
ち
え
な
い
が
、
一
定
の
社
会
的
条
件
（
飢
餓
と
か
戦
争
な
ど
）
が
あ
れ
ば
免
責
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
子
捨
て
を
免

責
す
る
社
会
的
条
件
が
恒
常
化
す
る
と
、
そ
の
免
責
が
慣
行
化
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
一
般
的
慣
習
で
な
く
、
特
定
慣
行
に
と
ど
ま

る
。
上
掲
論
文
、
一
六
�

七
頁
。

（
29
）
一
般
ル
ー
ル
と
例
外
の
関
係
は
、
正
義
の
ル
ー
ル
と
そ
れ
以
外
の
場
合
で
異
な
る
。
正
義
の
一
般
ル
ー
ル
が
許
容
す
る
例
外
は
限
定
的
で
あ
り
、「
そ

の
準
則
そ
の
も
の
と
同
じ
く
ら
い
正
確
に
確
定
さ
れ
る
も
の
に
か
ぎ
ら
れ
る
」（III.6

.10
.

（
上
）
三
六
九
�
七
〇
頁
）。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
徳
の
一
般
ル
ー

ル
は
、「
多
く
の
点
で
大
雑
把
・
粗
雑
で
あ
り
、
多
く
の
例
外
を
許
容
し
、
じ
つ
に
多
く
の
修
整
を
要
求
す
る
。」（III.6

.9
.

（
上
）
三
六
七
頁
）。

（
30
）
北
本
前
掲
注
（
6
）、
七
四
頁
。

（
31
）
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
子
ど
も
の
遺
棄
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
増
加
し
た
。
パ
リ
で
は
毎
年
、
5
千
〜
6
千
人
に
達
し
た
と
言
わ
れ

る
。
ロ
ン
ド
ン
捨
て
子
養
育
院
で
は
、
一
七
五
六
年
か
ら
毎
年
約
3
千
人
の
棄
児
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
の
3
分
の
2
が
死
亡
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
・
カ

ニ
ン
ガ
ム
『
概
説

子
ど
も
観
の
社
会
史
』（
北
本
正
章
訳
、
二
〇
一
三
年
）
新
曜
社
、
一
二
六
、
一
六
五
頁
。
ス
ト
ー
ン
前
掲
注
（
7
）、
三
九
三－

四

〇
〇
頁
。

（
32
）
梅
津
順
一
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
家
族
論
―
―
歴
史
理
論
か
ら
見
た
試
論
―
―
」
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
総
合
文
化
研
究
所
年
報
、
第
6
巻
（
一
九

九
八
年
）
一
八
四
頁
。
ス
ミ
ス
前
掲
注
（
8
）、
四
七－

五
〇
頁
。

（
33
）
商
業
社
会
の
分
業
は
、
不
可
逆
的
に
職
業
軍
人
や
職
業
裁
判
官
を
生
ず
る
。I.H

ont
&
M
.Ignatieff

（1983

）“N
eeds

and
justice

in
the
W
ealth

of
Nations

:
an
introductory

essay”,
W
ealth

and
Virtue,

edited
by
I.H
ont&

M
.Ignatieff,

Cam
bridge

U
.P.,

pp.7
－8
.

（
34
）
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
分
業
化
促
進
の
背
景
に
は
、
木
炭
か
ら
石
炭
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
転
換
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
新
し
く
で
き
た
分
野
と
し
て
製

塩
、
ガ
ラ
ス
、
造
船
、
針
金
、
硝
石
、
製
糖
、
石
鹸
な
ど
が
あ
っ
た
。
北
本
前
掲
注
（
6
）、
七
八－

八
〇
頁
。

（
35
）
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
は
、「
商
業
が
未
発
達
な
国
々
で
は
、
家
族
の
多
数
の
分
家
は
そ
の
本
家
に
頼
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
る
。
ス
ト
ー
ン
前

二
四
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掲
注
（
7
）、
二
一
一
頁
。

（
36
）
伝
統
社
会
に
お
け
る
葬
儀
の
中
心
は
通
夜
で
あ
り
、
そ
れ
は
パ
ー
テ
ィ
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
シ
ョ
ー
タ
ー
前
掲
注
（
10
）、
二
二
三－

五

頁
。

（
37
）
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
『
公
共
性
の
構
造
転
換

第
2
版
』（
細
谷
貞
雄
、
山
田
正
行
訳
、
一
九
九
四
年
）
未
来
社
、
六
五
頁
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
公
共
圏
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
菅
原
秀
二
「
公
共
性
」『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
思
想
事
典
』（
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
編
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五－

八

頁
。

（
38
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
上
掲
書
、
六
七
頁
。‘H

um
anity’

は‘courage’

よ
り
も
商
業
社
会
に
適
合
的
な
徳
で
あ
る
。Berry,

supra
note11

,
pp.396

�7.

（
39
）
家
族
の
親
密
さ
や
恋
愛
に
つ
い
て
小
説
が
書
き
始
め
ら
れ
る
の
は
一
八
世
紀
半
ば
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ス
ト
ー
ン
前
掲
注
（
7
）、
一
八
六
頁
。

こ
の
ス
ミ
ス
の
文
章
に
つ
け
ら
れ
た
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
教
授
の
注（
38
）に
は
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
作
家
に
つ
い
て
く
わ
し
い
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。Sm

ith,
supra

note5
,
p.165

.

（
40
）
ス
ト
ー
ン
前
掲
注
（
7
）、
一
八
六
頁
。
ス
ト
ー
ン
は
こ
こ
で
教
養
と
余
暇
を
も
つ
女
性
の
読
者
の
増
加
に
注
目
し
て
い
る
。

（
41
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
前
掲
注
（
37
）、
六
九－
七
二
頁
。
こ
の
「
文
芸
的
公
共
圏
」
は
、
自
由
な
意
見
の
交
換
か
ら
公
論
を
形
成
す
る
「
市
民
的
公
共
圏
」
の

原
動
力
に
な
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
国
で
享
受
し
て
い
る
、
わ
れ
わ
れ
の
好
む
こ
と
は
な
ん
で
も
国
民

に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
国
王
あ
る
い
は
そ
の
大
臣
た
ち
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
政
策
に
公
然
と
非
を
と
な
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
極
度
の
自
由
ほ
ど
、
外
国
人
を
驚
か
せ
が
ち
な
も
の
は
な
い
。」
ヒ
ュ
ー
ム
「
言
論
・
出
版
の
自
由
に
つ
い
て
」『
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』（
田
中

敏
弘
訳
、
二
〇
一
一
年
）名
古
屋
大
学
出
版
会
、
六
頁
。
ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
に
お
け
る
公
共
圏
と
親
密
圏
の
関
係
の
ち
が
い
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

島
内
明
文
「
ス
ミ
ス
の
道
徳
感
情
説
に
お
け
る
共
同
性
の
問
題：

ヒ
ュ
ー
ム
と
の
比
較
を
軸
に
し
て
」、
倫
理
学
研
究
（
39
）、
関
西
倫
理
学
会
（
二
〇
〇

九
年
）
三－

一
三
頁
。

（
42
）
社
会
理
論
の
観
点
か
ら
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
ス
ミ
ス
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、D

.W
ilson

&
W
.D
ixon

（2009

）“Sentim
entality,

com
m
unicative

action
and
socialself:

A
dam

Sm
ith
m
eets
Jürgen

H
aberm

as”,22
H
istory

ofthe
H
um
an
Sciences,

no.3
,
pp.75

－99
,
at96

－8
.

（
43
）
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
前
掲
注
（
37
）、
一
九
頁
。

（
44
）
同
上
。

（
45
）
と
く
に
、
名
誉
革
命
後
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
（
在
位
一
七
六
〇－

一
八
二
〇
年
）
ま
で
の
君
主
制
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
態
度
の
変
転
に
関
す
る

記
述
に
よ
る
と
、
ス
ミ
ス
が
執
筆
し
た
時
代
は
、
王
を
神
聖
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｗ
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
「
イ
ギ
リ
ス
憲
政
論
」

アダム・スミスと家族の近代化（山本）
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二
五



（
小
松
春
雄
訳
、
昭
和
四
五
年
）『
世
界
の
名
著

60
』
所
収
、
中
央
公
論
社
、
九
六－

九
頁
。

（
46
）
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
教
授
は
、
こ
の
二
種
類
の
法
に
つ
い
て
、「
公
平
な
観
察
者
の
立
場
に
体
現
さ
れ
て
い
る
一
般
的
規
則
」
と
「
特
定
の
目
的
も
し
く
は

目
標
を
持
っ
た
規
制
」
と
述
べ
て
い
る
。『
立
法
者
の
科
学
』（
永
井
義
雄
ほ
か
訳
、
二
〇
〇
一
年
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
五
一
頁
。

（
47
）
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ュ
ア
『
財
政＝

軍
事
国
家
の
衝
撃

戦
争
・
カ
ネ
・
イ
ギ
リ
ス
国
家
1
6
8
8－

1
7
8
3
年
』（
大
久
保
桂
子
訳
、
二
〇
〇
三
年
）

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
二
二－

五
頁
。

（
48
）
ブ
リ
ュ
ア
上
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
49
）
ス
ミ
ス
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
、
権
威
の
原
理
と
功
利
の
原
理
と
し
て
考
察
さ
れ
る
。
田
中
秀
夫
「
権
威
の
原
理
と
功
利
の
原
理
―
―
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス

ミ
ス
、
ミ
ラ
ー
―
―
」『
思
想
』N

o.879

、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
五－

三
五
頁
。

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
学
部
教
授
）

二
六
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